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暮
ら
し

外
の
控
除
が
不
要
の
方
は
、
申
告
不
要
で
す

 
申
告
に
必
要
な
も
の 

源
泉
徴
収
票
（
年
金
分
含

む
）、
各
保
険
料
控
除
証
明
書
、
印
鑑
、
通
帳

（
還
付
金
が
発
生
す
る
場
合
）、
そ
の
他
控
除
に

必
要
な
書
類
（
障
害
者
手
帳
な
ど
）　

※
医
療

費
控
除
を
申
告
す
る
方
は
、
領
収
書
の
代
わ
り

に
「
医
療
費
控
除
の
明
細
書
」
の
添
付
が
必
要

会　　場 日　　　時
勇払公民館 2月 1日㈮ 10時～15時
植苗ファミリー
センター 2月 4日㈪ 10時～15時

沼ノ端交流
センター 2月 5日㈫ 9時～16時

豊川コミュニテ
ィセンター 2月 7日㈭、 8日㈮ 9時～16時

のぞみコミュニ
ティセンター 2月13日㈬、14日㈭ 9時～16時

市役所北庁舎
2階22会議室

2月18日㈪～ 3月15日㈮
（土・日曜日を除く） 9時～16時

※可能な限り公共交通機関をご利用ください
※初日は混雑が予想されるため、受け付けを早めに締め切る
ことがあります。また開館時間まで施設内に入場できません
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確
定
申
告
会
場
開
設
期
間
の
お
知
ら
せ

A
2
月
18
日
㈪
〜
3
月
15
日
㈮
（
土
・
日
曜
日

を
除
く
）　

9
時
〜
16
時
（
会
場
の
混
雑
に
よ

り
早
め
に
受
付
終
了
す
る
場
合
あ
り
）　
※
2

月
15
日
㈮
以
前
は
確
定
申
告
会
場
を
開
設
し
て

い
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

作
成
済
み
の
確
定
申
告
書
の
提
出
は
、
郵
送
ま

た
は
苫
小
牧
税
務
署
1
階
提
出
窓
口
へ
お
願
い

し
ま
す

B
労
働
福
祉
セ
ン
タ
ー

I
苫
小
牧
税
務
署　

J
(32)
3
1
6
5　

市
市
民

税
課　

J
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6
2
5
4

償
却
資
産
（
固
定
資
産
税
）
の

申
告
に
つ
い
て

償
却
資
産
の
申
告
は
、
会
社
、
商
店
、
美
容
業
、

不
動
産
業
な
ど
の
事
業
を
営
む
法
人
ま
た
は
個

人
の
方
が
対
象
で
す
。
平
成
31
年
1
月
1
日
現

在
、苫
小
牧
市
内
で
所
有
す
る
事
業
用
資
産（
構

築
物
（
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
な
ど
）、
機
械
・

装
置
、
工
具
、
器
具
・
備
品
）
に
つ
い
て
、
1

月
31
日
㈭
ま
で
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。
今
年

か
ら
新
た
に
申
告
す
る
方
や
、
申
告
用
紙
が
届

か
な
い
方
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い

B
I
資
産
税
課　

J
(32)
6
2
7
0

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
確
定
申
告
が

で
き
ま
す

国
税
庁
HP
「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」

で
は
、
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
、
消

費
税
、
地
方
消
費
税
、
贈
与
税
の
確
定
申
告
書

な
ど
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
、
作
成
し
た
申

告
書
な
ど
は
e
-T
a
x
（
電
子
申
告
）
で
送

信
ま
た
は
印
刷
し
て
、
郵
送
な
ど
で
税
務
署
に

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
で
も
所
得
税
の
確
定
申

告
書
の
作
成
が
で
き
ま
す
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民
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平
成
31
年
度
新
入
学
児
童
・

生
徒
に
入
学
通
知
書
を
送
り
ま
す

平
成
31
年
4
月
に
小
・
中
学
校
に
入
学
す
る
お

子
さ
ん
が
い
る
ご
家
庭
へ
、
1
月
下
旬
に
入
学

通
知
書
を
送
り
ま
す
。
住
民
登
録
や
住
所
変
更

の
届
け
出
を
済
ま
せ
て
い
な
い
ご
家
庭
に
は
、

届
か
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
住
民
課
ま

た
は
勇
払
・
の
ぞ
み
・
沼
ノ
端
出
張
所
で
異
動

の
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
指
定
の

学
校
に
入
学
し
な
い
方
は
、
合
格
通
知
書
な
ど

を
添
え
て
学
校
教
育
課
へ
届
け
出
を
し
て
く
だ

さ
い
。
事
前
に
説
明
会
や
入
学
式
の
日
程
を
ご

確
認
さ
れ
る
場
合
は
L
を
ご
覧
く
だ
さ
い
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マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

休
日
窓
口
を
開
設
し
ま
す

A
1
月
27
日
㈰
、
2
月
24
日
㈰　

9
時
〜
13
時

G
通
知
カ
ー
ド
、
身
分
証
明
書
（
申
請
に
必
要

な
顔
写
真
を
無
料
撮
影
）　

※
受
け
取
り
時
の

必
要
書
類
は
郵
送
の
交
付
通
知
書
を
確
認

B
I
住
民
課　

J
(32)
6
6
2
9　

※
当
日
窓
口

で
の
対
応
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請

（
再
発
行
は
除
く
）、
受
け
取
り
の
み

公
共
サ
ー
ビ
ス
民
間
提
案
制
度
事
業

説
明
会
の
開
催
に
つ
い
て

市
が
直
営
で
実
施
し
て
い
る
事
業
に
つ
い
て
、

民
間
事
業
者
な
ど
か
ら
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

に
つ
な
が
る
提
案
を
募
集
し
、
業
務
委
託
を
進

め
る
こ
と
で
協
働
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
の
実
現

を
目
指
す
制
度
で
す
。
平
成
30
年
度
に
募
集
を

開
始
す
る
事
業
に
つ
い
て
申
請
団
体
向
け
の
説

明
会
を
1
月
16
日
㈬
に
開
催
し
ま
す　

※
詳
細

は
L
を
ご
覧
く
だ
さ
い

I
行
政
監
理
室　

J
(32)
6
1
6
9
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催
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